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１ 【確認書の訂正確認書の提出理由】

平成30年11月14日に提出した第68期（自 平成29年４月１日 至　平成30年３月31日）有価証券報告書の訂正報告書

の記載内容に係る確認書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、確認書の訂正

確認書を提出するものであります。

 

２ 【訂正事項】

　表紙

　　　根拠条文

　１　有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項

 

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 

  表紙

 (訂正前)

    (根拠条文) 金融商品取引法第24条の４の２第１項

(訂正後)

    (根拠条文) 金融商品取引法第24条の４の２第４項

 

 １　有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項

(訂正前)

当社代表取締役社長小樋誠二は、当社の第68期(自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)の有価証券報告書の記

載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

 

(訂正後)

 当社代表取締役社長小樋誠二は、当社の第68期(自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)の有価証券報告書の訂

正報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。
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